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はじめに　（事業再評価に先立ち）

■ 事業の概要

　● 当該事業は、「大保ダム」、「奥間ダム」、「比地ダム」の3ダムで構成されている。3ダムのうち、 「大保ダム」、「奥間ダ
　　　ム」については、平成4年8月、沖縄県知事が建設大臣（当時）に対し、沖縄振興開発特別措置法（沖縄の河川に係る

　　　特例）に基づく河川区域として申請がなされたことから、特定多目的ダム法に基づくダム建設として国が実施している。

■ 事業再評価の実施について

　● 当該事業のうち、奥間ダムと比地ダムについては、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」第3の1の（5）に

　　　ある「社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業」にあたると判断し、奥間
　　　ダムと比地ダムの議論を中心に事業再評価を実施。

　 ① 事業の必要性等
　● 事業再評価にあたっては 　 ② 事業の進捗の見込み　　　　　　　　　　　　　の3点に基づき、治水面について評価した。

　　　　　　　　　　　　　　 ③ コスト縮減や代替案立案等の可能性

■ 事業の進捗状況

　「大保ダム」 ・・・　● 試験湛水中（平成２３年４月供用開始予定）

　「奥間ダム」 ・・・　● 水理水文調査等を実施中。工事および用地買収は未着手。

　　　　　 　　　　　 　● 奥間ダム計画から利水事業者（沖縄県企業局）が撤退。
　　　　　 　　　　　　　 　　・ 沖縄県企業局は、同局の事業再評価（平成２１年９月）答申に基づき

　　 「奥間ダム計画からの撤退」を表明。
　　　　　　　　　 　 　 　　 ・ 沖縄県（水道事業者）は、同年１１月に「ダム使用権取り下げ」を申請

　　（翌年１月に国土交通大臣受理）
　　　　　　　● 沖縄県が沖縄総合事務局に対し、特定多目的ダムである奥間ダムの建設中止を要請。

　「比地ダム」 ・・・　● 沖縄県から沖縄振興特別措置法第１０７条に基づく申請がなされる予定はない。
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河　川　構　造　物

地　域　の　開　発　・　振　興

１．流域の現状 比地川水系

エコ・スポレク公園（国頭村） 奥間変電所（沖縄電力（株））

１ ２ 　　　　比地川取水ポンプ場
　　　　（沖縄企業局）
３

　　　　道の駅「ゆいゆい国頭」
　　　　（国頭村）
４

　　　　「ウフギー自然館」
　　　　（環境省）
５

比地橋
基準地点

１

２

３

一
般

国
道

５８号

４

５

比地川取水堰（沖縄企業局） 堰

奥間川落差工 奥間川ラバー堰

比地川砂防ダム（沖縄県） 奥間川砂防ダム（沖縄県）

１

１

２

２

３

３

４

４

５

５

６６

自　然　環　境

ノグチゲラ

オキナワセッコク

比地大滝

１

１

流　域　の　諸　元

比地川水系は、沖縄本島北部の国頭村に位置し、その源を与那覇岳（標高503m）に
発し、東シナ海に注ぐ二級河川である。

　　■ 比地川水系　　流域面積　18.8km2　，　流路延長　8.35km
　　　　　　　　　◆ 比地川（合流地点より）　　流域面積　9.2km2　，流路延長　7.0km
　　　　　　　　　◆ 奥間川（合流地点より）　　流域面積　7.2km2　，流路延長　5.5km

奥間ダム
（予定地）

比地ダム
（予定地）
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２．事業の経緯　（治水上の課題）

洪水による影響

　　　治水計画の目標としている50年に1度の規模の洪水（比地川下流の比地橋地点で485m3/s）が
　 発生した場合、奥間ダム地点、比地ダム地点下流では約85.0ha（浸水家屋数152戸）相当の範囲が
　 浸水し、被害が発生する恐れがある。

洪水時

過去の洪水による被害

不 明不　　　　　明　　　昭和34年10，11月　 台風

　　　平成13年 9月　台風19号

　　　平成 7年 6月　梅雨

　　　昭和61年 7月　台風8号

　　　昭和60年 8月　台風8,9号

　　　昭和59年 8月　台風10号

発生年月日と災害原因

水害統計公共土木被害　約1,800万円

水害統計公共土木被害　約800万円

水害統計床上浸水5戸、床下浸水5戸

水害統計公共土木被害　約2,200万円

水害統計公共土木被害　約3,400万円

備考被害の状況

当時の被害を伝える新聞記事（昭和34年１０月） 浸水被害の状況（平成７年6月）

比地川水系
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沖縄県の治水計画における計画規模設定の考え方

　 沖縄県の河川特性に鑑み、沖縄県における治水計画規模は沖縄本島1/50または1/30、離島1/30を
基本とし、各個別水系毎に検討して設定する。

　　　　　　　　　比地川水系は、県が定める施策上重要な地域であることから、
　　　　　　　　　計画規模を「１／５０１／５０※※」と設定した。

●　水資源開発に伴う多目的ダム建設計画のある水系
●　緊急輸送道路への影響（一般国道５８号）

計画規模1/50の
日雨量

【比地川水系】

510mm/日相当

ピーク時の流量（＝基本高水）

【比地川水系　比地橋（基準点）】

485m3/s

４８５
ひじばし

比地橋
ひじがわ

比地川

ピーク流量（基本高水）(m3/s)基準地点河川名

洪水の
流量解析

降雨パターン
の選定

昭和53年10月洪水等
過去の出水状況及び

雨量データを整理

２．事業の経緯　（治水上の課題）

※ 計画規模1/50とは、50年に一度発生する
　　豪雨により発生すると想定される洪水の規模
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２．事業の経緯　（治水上の課題）

　比地川水系計画高水流量配分図　 （単位：ｍ3／ｓ）

●　比地橋
比地ダム

東
シ
ナ
海

[ 485 ]
← ← 60 210←

ダム地点で
150m3/sを調節

奥間ダム
↓

155

↓

65

鏡地川

奥間川

基準地点

280
比地川

注） ［　 ］は基本高水流量、その他は計画高水流量を示す。

ダム地点で
90m3/sを調節

比地川水系
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沖縄本島における過去の主な渇水被害

給水制限延べ日数 ： 　６４日
（時間断水：４４日、隔日断水：２０日、緊急補給：３３日）

平成　３年度

給水制限延べ日数 ： 　３４日
（時間断水：　７日、隔日断水：２７日、緊急補給：８８日）

昭和６３年度

給水制限延べ日数 ： 　３１日
（時間断水：３１日、緊急補給：１２日）

平成　５年度

緊急補給延べ日数 ：　 ９１日
（緊急補給：９１日）

昭和６１年度

給水制限延べ日数 ： ２５９日
（時間断水：３８日、隔日断水：２２１日）

昭和５６年度

被害の状況発生年月日

平成6年度以降渇水被害は発生していないものの、
平成14年、16年はダムの貯水率が低下したことを
受け給水制限に係る協議が実施された。

H16.3.29 ：琉球新報

■ 年度別降水量と給水制限日数

凡　例

隔日断水

時間断水

緊急的追加補給　（　）　注)

S47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

注）　緊急的追加補給　：　断水回避のため、未利用の工業用水を国管理ダムより取水し、水道用水として緊急的に供給する措置。　

（出典：降水量は気象庁HPの気象統計情報（那覇測候所））

年
度
別
降
水
量

(

　
/
年
度

)

給
水
制
限
日
数

(

日

)

年度

22

88

31 3335 46

104

49
75

32
76

38 30

44

31

80
137

221

37

26

26

20

3127
91

7

7

9

1776

2658 2697

1692 1673

2610

2280

1920

1336

2431

1893
1720

2013

1538

2292

2011
1825

1977 1941 1992

1459

1667 1696 1758

2404

3010

2245

2511 2577

2000

1646

1991 1943 1889

2887

1418

2038

2320mm

給水制限日数　［　］

［35

［126］［113］

［49］
［75］

［169］

［7］ ［0］

［76］

［259］

［67］

［0］ ［0］ ［0］

［0］
(91)

［0］
(22)

［34］
(88)

［26］
(31) ［0］

(7)

［64］
(33)

［0］

［31］
(12) ［0］

(3) ［0］［0］ ［0］ ［0］ ［0］［0］ ［0］ ［0］ ［0］［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］

２．事業の経緯　（利水上の課題）

H14.5.7 ：琉球新報
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沖縄本島における水道用水の供給　（現行計画）

「沖縄県水道用水供給事業計画（第９回変更認可）」　（平成１６年）

　　 　目標年次　　　　　： 平成３０年

　　 　水需要量（水源） ： ６３３，５００m3/日 （うち　大保ダム　４０，９００m3/日）
　 （うち　奥間ダム　１６，２００m3/日）

・　沖縄県企業局は、上記計画により水道用水供給事業を実施

・　上記計画において、「北西部河川総合開発事業」における大保ダム及び
　　奥間ダムは、８河川導水分の５３，９００ m3/日と併せ、１１１，０００m3/日の
　　水道用水を安定供給するのに必要な水源施設として位置づけられている。

沖縄県

企業局

（水道用水供給事業）

※ 新規水道用水開発水量（111,000m3/日）は、上記計画の目標年次である平成３０年度の沖縄県企
　業局給水エリア（９市８町６村）の約２２万１千人分（約20％）の水需要量に相当する。

２．事業の経緯　（利水上の課題）

利水対策

渇水による影響

　沖縄県企業局は、沖縄本島のほぼ全域に水道用水の供給を行っているが、
水需要に対する供給量が現状では安定的に確保されていないため、一度
渇水に見舞われた場合は、渇水被害は沖縄本島のほぼ全域におよぶ。

　

渇水時
　沖縄県企業局供給対象市町村　　　９市８町６村
　沖縄県企業局給水区域内人口　　　約１２２万人

　　　　　　　　　（平成１７年度国勢調査報告より給水対象市町村の総人口）

那覇市

宜野湾市
浦添市

名護市

糸満市

沖縄市

豊見城市

国
頭
村

大
宜
味
村

東村

今帰仁村

本
部
町

恩納村

宜野座村

金武町

伊江村

読谷村

嘉手納町
北谷町

北中城村
中城村

西原町
与那原町
南風原町

うるま市

南城市

八重瀬町

給水対象市町村
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「沖縄北西部河川総合開発事業」は、
　　① 大保川水系大保川に大保ダム
　　② 比地川水系奥間川に奥間ダム
　　③ 比地川水系比地川に比地ダム

を建設し、
　　・ 各水系における洪水調節
　　・ 既得用水の安定化
　　・ 河川環境保全等のための流量確保

をするともに、
ダム間を導水路で結び、沖縄県企業局が
実施する「西系列水源開発事業（８河川より
取水し、大保ダムへ導水） 」とあいまって、

水道用水を供給する事業である。

３．ダム事業の概要　（１）

大保ダム

比地ダム

奥間ダム

試験湛水中の大保ダム
（平成２２年６月９日　サーチャージ水位到達時）
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３．ダム事業の概要　（２）

宇嘉川

辺野喜川

佐手川

佐手前川

宇良川

比地川

田嘉里川

外掘田川

大保ダム

奥間ダム

比地ダム

８河川取水位置図と３ダムの諸元

そとほった

たかざと

ひ　じ

う　ら

さてまえ

さ　て

べのき

う　か

大保ダムダム名

１９，３５０千m3有効貯水
容量

２０，０５０千m3総貯水量

本ダム：３６３．３ｍ

脇ダム：４４５．０ｍ

堤頂長

本ダム：７７．５ｍ

脇ダム：６６．０ｍ

堤　高

本ダム：重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

脇ダム：ロックフィルダム

型　式

０．８９ km2湛水面積

１３．３km2

大保川水系大保川

国頭郡大宜味村
字田港地先

大保川

集水面積

河川名

位　置

水系名

比地ダム奥間ダムダム名

１，３００千m3３，３１０千m3有効貯水
容量

１，６３０千m3３，５５０千m3総貯水量

１６０．０ｍ３７０．０ｍ堤頂長

５２．５ｍ８１．０ｍ堤　高

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑロックフィルダム型　式

０．１２Km2０．２３km2湛水面積

６．５km2４．８km2集水面積

比地川水系

比地川

比地川水系

奥間川

河川名

国頭村字
浜地先（左）

国頭村字
比地地先（右）

国頭村字
比地地先（左）

国頭村字
奥間地先（右）

位　置

比地川水系名
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奥間ダム

比地ダム

大保ダム

治水基準点において、計画高水流量485m3/sのうち、205m3/sの

洪水調節を行う。

比
地
川
水
系

治水基準点において、計画高水流量685m3/sのうち、255m3/sの

洪水調節を行う。

沖縄県企業局の供給対象市町村（９市８町６村）に対して、
水道用水として新たに122,200m3/日を供給する。

　　＜内訳＞　　　　　　　　　　　

　　　　大保ダム新規開発分　：　40,900m3/日

　　　　奥間ダム新規開発分　：　16,200m3/日

　　　　比地ダム新規開発分　：　11,200m3/日

　　　　８河川導水分　　　　　 ：　53,900m3/日

水道用水

大保川水系大保川、比地川水系奥間川及び比地川下流の既得用水の

安定化および河川本来の機能を正常に維持するための流量を確保する。

流水の正常な
機能の維持

大
保
川
水
系

洪水調節

３．ダム事業の概要　（３）
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４．これまでの経緯

「奥間ダム計画中止に関する要望書」を沖縄総合事務局へ提出　（NPO法人　奥間川流域保護基金）平成２０年　６月

「奥間ダム実施計画調査に関する覚書」　合意　（国，県，村）昭和６３年１２月

事業再評価　（審議の結果「事業継続」）
（附帯意見）　奥間ダム、比地ダムについては、引き続き必要な調査を実施し、関係機関との連携、地域の意見聴取等を行い、
　　　　　　　　 調査検討を進められたい。

平成２０年　８月

大保ダム試験湛水開始平成２１年　４月

大保ダム打設完了平成２０年　８月

大保ダム供用開始（予定）平成２３年　４月

「大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画」　変更告示平成１６年　４月

事業再評価　（審議の結果「事業継続」）
（附帯意見）　奥間ダム、比地ダムについては、環境面、水需要面、治水面から検討が必要。

平成１５年　７月

大保本ダム本体建設着手平成１５年　３月

大保ダム転流工着手平成１１年　８月

大保ダム損失補償基準妥結平成　８年　６月

大保ダム工事用道路着手平成　７年　３月

「大保ダム及び奥間ダムの建設に関する基本計画」　告示平成　５年　８月

事業再評価　（審議の結果「事業継続」）平成１０年１１月

沖縄北西部河川総合開発事業　建設事業着手平成　２年　６月

沖縄北西部河川総合開発事業　実施計画調査着手昭和６２年　５月

事　　　　　　　項年　月
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→ 　沖縄県による

　　沖縄振興特別
　　措置法第１０７
　　条による申請が
　　なされていない

比地ダム

うち、奥間ダム　約３３０億円うち、大保ダム　約９９５億円

【共通】　平成２１年度まで　約９６０億円　　（進捗率　７０．１％ ※）
※ 進捗率は、事業費１，３７０億円での評価

既往投資額

【共通】　総事業費　約１，３７０億円※ 　　　　　

　　　　　　　　うち、調整水路　約４５億円　　　　　　　　　　　　　　※ 比地ダムを含むと約１，５５５億円

総事業費

・　用地買収未着手

→ 　現在、水理

　　水文調査等を
　　実施中

奥間ダム　　　

・　付替道路、工事用道路関連工事は完成

・　大保脇ダム本体、本ダム本体、放流設備
　　は完成

・　周辺整備関連工事は概成

→　 現在、試験湛水中

・　取得済み　　　用地補償の進捗状況

大保ダム工事等の進捗状況　　

大
保
ダ
ム
の
状
況

本ダム本体完成付替道路完成 脇ダム完成

５．進捗状況　（１）
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EL.m

平成21年4月22日開始

12月 1日ＳＷＬ到達日(計画)

 1月19日ＬＷＬ到達日(計画)

▽

常時満水位 EL= 68.00m

サーチャージ水位 EL= 70.60m

▽

平成22年度平成21年度

6月 9日ＳＷＬ到達(実績)

試験湛水計画(平水年)

試験湛水実績

最低水位 EL= 23.00m

▽

５．進捗状況　（２）

以降、最低水位まで低下

最低水位到達　試験湛水完了

● 平成２１年４月２２日に試験湛水を開始。
● 昨年度は少雨傾向となったため、当初の計画より遅れ、平成２２年６月９日にサーチャージ水位に到達。
● 今後は、最低水位まで低下させ、ダム堤体や貯水池周辺法面の安全性を確認し、試験湛水完了予定。

大保ダム

供
用
開
始
（
予
定
）

大保ダムの完成により、大保川水系の河川整備計画の治水上の目的は達成大保ダムの完成により、大保川水系の河川整備計画の治水上の目的は達成
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費用対効果分析（事業費全体の投資効率性）の概要

【適用マニュアル】　「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（2009,国土交通省）
　 「治水経済マニュアル（案）」（2005,国土交通省河川局）

※　ダムの赤土砂流出抑制効果について、ダム流域内の裸地に対し、県条例に基づく沈砂池容量をもった貯留ダムの
　　 身替わり建設費を便益として計上

洪水調節に係る
便益(B)の算定

ダムによる年平均被害
軽減期待額として計上

流水の正常な機
能の維持に係る
便益(B)の算定

流量を確保するための
施設の建設費をもって

計上

赤土砂流出防止
に係る

便益(B)の算定

ダム集水域内の裸地面
積に対して計上※

残存価値に係る
便益(B)の算定

ダム供用開始後の施設
価値として計上

治水に係る
費用(Ｃ)の算定

建設費と維持費のうち
治水が負担する費用を

計上

治水に係る総費用（Ｃ）治水に係る総便益（Ｂ）

費用対効果（Ｂ／Ｃ）

●　治水に係る総便益（Ｂ）
　　 洪水調節に係る便益、流水の正常な機能の維持に係る便益、赤土砂流出防止に係る便益、ダムの残存価値に係る
　　 便益を計上

●　治水に係る総費用（Ｃ）
　　 建設費の治水負担分、維持管理費の治水負担分を計上、維持管理費については既設ダムの実績を基に計上

６．投資効果（事業費全体①）
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費用対効果分析（事業費全体の投資効率性）の結果

　　　　「沖縄北西部河川総合開発事業」の費用対効果分析（事業全体の投資効率性）の結果

　【事 業 全 体】　　総便益（Ｂ） 1,331億円　／　総費用（Ｃ） 704億円　＝　１．９
　【比地川水系】　　総便益（Ｂ） 　667億円　／　総費用（Ｃ） 346億円　＝　１．９　
　【大保川水系】　　総便益（Ｂ） 　664億円　／　総費用（Ｃ） 358億円　＝　１．９　

合計

15

343

358
12

62

459

131

664
小計

大保川水系

70

634

704
22

188

824

297

1,331

15

343

358

12

62

459

131

664
大保ダム

55

291

346
10

126

365

166

667
小計

35

154

189

5

51

122

94

272
比地ダム奥間ダム

20

137

157

5

75

243

72

395

比地川水系

維持管理費

建設費

総　費　用　Ｃ

残存価値

赤土流出防止に係る便益

流水の正常な機能の維持に係る便益

洪水調節に係る便益

総　便　益　Ｂ

（億円）

６．投資効果（事業費全体②）

※ 評価基準年　：　平成２１年　　　評価対象期間　：　整備期間＋５０年
※ 事業費は、特定多目的ダムとして建設する際の費用を計上している。
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費用対効果分析（残事業の投資効率性）の概要

【適用マニュアル】　「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（2009,国土交通省）
　 「治水経済マニュアル（案）」（2005,国土交通省河川局）

※　総便益（Ｂ）および総費用（Ｃ）の内訳は、ｐ．１６を参照。

継続した場合（with）の費用

　⑥ 既投資額（大保、奥間）
　⑦ 継続した場合の追加費用（奥間、比地）
　⑧ 中止したとしても部分的な供用で発生する費用

　　　（該当なし）

継続した場合（with）の便益
　
　① 既発現便益（大保）
　② 継続した場合の追加便益（奥間、比地）
　③ 中止したとしても部分的な供用で発生する便益
　　　（該当なし）
　④ 既投資の残存価値（大保）
　⑤ 再評価時以降の投資の残存価値（奥間、比地）

費用対効果（Ｂ／Ｃ）　＝

「残事業の投資効率性」の費用及び便益は、「継続した場合（with）」の費用及び便益から「中止した場合
（without）」の費用及び便益をそれぞれ除外して求める。

６．投資効果（残事業①）

＜継続した場合（with）＞大保＋奥間＋比地の全ダム完成

中止した場合（without）の費用

　⑤ 既投資額（大保、奥間）
　⑥ 中止したとしても部分的な供用で発生する費用

　　　（該当なし）
　⑦ 中止した場合に必要な撤去、現状復旧費用

　　　（該当なし）

中止した場合（without）の便益
　
　① 既発現便益（大保）
　② 中止したとしても部分的な供用で発生する便益

　　　（該当なし）
　③ 中止した場合に売却可能な資産価値（該当なし）
　④ 既投資の残存価値（大保）

＜中止した場合（without）＞　大保ダムのみ完成

「継続した場合（with）の」便益　－　「中止した場合（without）」の便益

「継続した場合（with）」の費用　－　「中止した場合（without）」の費用
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費用対効果分析（残事業の投資効率性）の結果

　　　　 「沖縄北西部河川総合開発事業」の費用対効果分析（残事業の投資効率性）の結果

　　　　　　　便益差（Ｂ） 　694億円　／　費用差（Ｃ） 352億円　＝　２．０　

352196156差　額

694283411差　額

合計

7

359

0

694

0

196

0

283

比地ダム奥間ダム

7

163

0

411

比地川水系

「中止した場合（without）」の費用

「継続した場合（with）」の費用

「中止した場合（without）」の便益

「継続した場合（with）」の便益

（億円）

６．投資効果（残事業②）

※ 評価基準年　：　平成２２年　　　評価対象期間　：　整備期間＋５０年
※ 事業費は、特定多目的ダムとして建設する際の費用を計上している。
※ 大保ダムは、“「継続した場合（with）」の費用及び便益から「中止した場合（without）」の費用及び便益を

　　それぞれ除外した値が「０（ゼロ）」”となるため、記載を省略した。
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＜評価＞

　沖縄県企業局の事業計画（北西部ダム事業）について、次のとおり「事業の見直し」が妥当と判断する。
　　１．水道用水供給事業者（利水者）として参画している奥間ダム計画から「撤退」する。
　　２．大保ダムの完成をもって、水道用水供給事業者（利水者）の事業である「北西部ダム事業を完了」とする。

＜附帯意見＞

　　節水型社会の実現へ向けた取り組みとして、水の効率的な供給に努めるとともに、需要者の節水意識の
向上を図り、水道用水供給事業者として水の有効利用に努めること。

７．社会情勢の変化　（１）

企業局事業再評価の答申内容

平成２１年　９月

● 沖縄県企業局は事業再評価 ※ 答申に基づき、奥間ダムからの撤退を表明

　　今後の人口や水需要量の観点から水需要予測を下方修正　→　「事業の見直し」

※ 沖縄県企業局は、沖縄県が将来の水需要に対応するための水源確保として大保ダム及び奥間ダムのダム使用権設定を
平成 ４年度に申請して以降、平成１２年３月，平成１６年３月に同局の事業再評価が実施され「事業継続」の答申を受けていた。

● 沖縄県（水道事業者）は「ダム使用権取り下げ」を申請（翌年１月、国土交通大臣受理）

平成２１年１１月

● 沖縄県は、「沖縄県長期水需給計画」においても「奥間ダム」を位置付けなかった

平成２２年　２月
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参考　：　沖縄県企業局の事業再評価資料より（抜粋）

７．社会情勢の変化　（２）

水需給計画のまとめ水需給計画のまとめ

不足水源水量は、　－10,100　m3／日　※不足水源水量は、　－10,100　m3／日　※

※ 企業局は、「不足水源水量」への対応について、海水淡水化施設等その他の水源開発などの検討が

　　可能であるとしている。
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① 国頭村

　　・　 豊かな自然を生かす村づくりを推進する村の施策からすると新たな

　　　　ダム建設はそぐわない。
　　・　 比地川水系の自然環境等を生かした村づくりを推進していく考え。
　　・　 今後の河川整備について、河川本来の流れを取り戻す等の環境に

　　　　配慮した整備を望んでいる。
　　・　 国頭村内３つのダム※から、中南部へ水を供給しているので、大事に

　　　　使って欲しい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 既設の「辺野喜ダム」，「普久川ダム」，「安波ダム」のこと。

② 地元（奥間区および比地区）

　　・　 奥間区は、ダム建設に対し中立の立場であり、ダム建設が中止となって

　　　　も構わない。
　　・　 比地区は、ダム建設に対し反対の立場であり、ダム建設が中止となって

　　　　欲しい。
　　・　 比地川周辺の自然（比地大滝を含む）を生かした河川整備を望んでおり、

　　　　今後、観光資源のひとつとして位置付けていきたい。
　　・　 河川整備には、間伐等の良好な山づくりの考えが大切である。

８．地域の協力体制 比地川水系
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沖縄県（河川管理者）
　
　 ・ 　利水事業者（沖縄県企業局）の奥間ダムからの撤退を受け、比地川水系の

　　　　治水対策について、河川整備基本方針・河川整備計画の策定※２に際して
　　　　再検討するため、沖縄総合事務局に対し、特定多目的ダムである奥間ダム
　　　　の建設中止を要請。

　　・　 比地ダムは、事業開始時点では、沖縄振興開発特別措置法第７条（現在の

　　　　　沖縄振興特別措置法第１０７条）※１に基づき、沖縄の河川に係る特例について
　　　 申請を行う見込みであったが、現在に至るまで申請はしておらず、今後も

　　　　申請する予定はない。

　　

９．河川管理者としての考え 比地川水系

※１ 沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして

　　　国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法の規程にかかわらず、国土交通大臣が
　　　行うことができるとされている。その指定は、沖縄県知事の申請に基づいて行うものとなっている。

※２ 平成９年の河川法改正により、河川法第１６条に規定される新たに導入された河川の整備計画制度。策定者は、河川管理者。
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１０．沖縄県知事の意見

平成２２年　７月　７日

　沖縄県知事に対し意見照会

平成２２年　７月１５日

　沖縄総合事務局長に対し回答

＜参考＞

　平成２２年４月１日の「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の改定において、直轄事業の
　地方負担の負担者である都道府県・政令市等からの意見を聴取する項目が追加されました。

回答文照会文
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（１） 事業の必要性等
　① 事業を巡る社会経済情勢等の変化
　　・ 洪水被害の軽減

　　・ 地域の協力体制

　　・ 関連事業との整合

　　・ その他

　② 事業の投資効果
　　・ 事業全体のＢ／Ｃ および 残事業のＢ／Ｃ

　
　③ 事業の進捗状況

１１．対応方針（原案）　（１）

「沖縄北西部河川総合開発事業」を以下の各視点により評価する。

当該事業により、ダム下流の洪水被害を軽減できる。

国頭村　：　「豊かな自然を生かす村づくりを推進する村の施策からすると新たなダム建設はそぐわない」等
関係区　：　建設に対し、奥間区は中立の立場、比地区は反対の立場

奥間ダムにおいて、当初予定されていた利水事業者（沖縄県企業局）が撤退。

事業全体Ｂ／Ｃ　：　１．９　（＞１　投資効果有）　　残事業Ｂ／Ｃ （奥間ダム・比地ダムの建設）　：　２．０　（＞１　投資効果有）

・ 奥間ダムは、水理水文調査等を実施中。工事および用地買収は未着手。
・ 比地ダムは、沖縄県による沖縄振興特別措置法第１０７条申請がなされていない。

（参考）　大保川水系大保ダムは、平成２３年４月より供用開始予定（現在、試験湛水中）。

・ 比地川水系の河川管理者である沖縄県は、利水事業者（沖縄県企業局）の撤退を受け、治水対策を再検討するとして沖縄

　総合事務局に対し、特定多目的ダムである奥間ダムの建設中止を要請。
・ なお、比地ダムについては、河川管理者である沖縄県より、沖縄振興特別措置法第１０７条申請がなされる見込みであったが、

　　
　現在に至るまで申請はなされず、今後も申請がなされる予定はない。
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１１．対応方針（原案）　（２）

（２） 事業の進捗の見込み
　① 今後の事業のスケジュール等

（３） コスト縮減や代替案立案等の可能性
　① 代替案の可能性の検討

　　

・ 奥間ダム　・・・　沖縄県が沖縄総合事務局に対し、特定多目的ダムとしての奥間ダムの建設中止を要請したため、今後の
進捗の見込みはない。

・ 比地ダム　・・・　沖縄県より沖縄振興特別措置法第１０７条に基づく申請がなされる予定はない。　

・ 大保川水系　・・・ 大保ダム建設を継続することで河川整備計画で目標としている治水安全度を達成することができる。
・ 比地川水系　・・・ 特定多目的ダムとしての奥間ダム建設を中止し、かつ比地ダムを着手しない場合においても、治水対策の
　　　　　　　　　　　　

必要性は引き続き存在していることから、河川管理者である沖縄県が河川改修等の治水対策を検討する。

「沖縄北西部河川総合開発事業（特定多目的ダム事業）」において、特定多目的ダム法に基づくダム建設事業とし
て実施している奥間ダムについては中止し、沖縄県より沖縄振興特別措置法第１０７条に基づく申請がなされる予
定がない比地ダムについては同法に基づくダム建設事業として着手しないことが妥当である。

　なお、大保ダムについては平成２２年度中の完成にむけ試験湛水を実施しているため、沖縄北西部河川総合開
発事業の対応方針としては「見直し継続」とする。

「沖縄北西部河川総合開発事業（特定多目的ダム事業）」において、特定多目的ダム法に基づくダム建設事業とし
て実施している奥間ダムについては中止し、沖縄県より沖縄振興特別措置法第１０７条に基づく申請がなされる予
定がない比地ダムについては同法に基づくダム建設事業として着手しないことが妥当である。

　なお、大保ダムについては平成２２年度中の完成にむけ試験湛水を実施しているため、沖縄北西部河川総合開
発事業の対応方針としては「見直し継続」とする。

比地川水系の治水対策については、河川管理者である沖縄県が今後判断する。比地川水系の治水対策については、河川管理者である沖縄県が今後判断する。


